
 

令和４年第４回北本市議会定例会提出議案及び報告概要書 

 ＜議案の概要＞ 

議案 

番号 
件    名 要    旨 

５９ 北本市行政組織条例の一部

改正について 

（行政経営部行政経営課） 

１ 趣旨 

  市長の権限に属する事務を分掌

する行政組織を見直すとともに規

定の整備をするもの 

２ 内容 

 ⑴ 室及び部の統合（第１条） 

 ⑵ 規定の整備（第２条） 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

６０ 北本市職員の給与に関する

条例及び北本市一般職の任

期付職員の採用等に関する

条例の一部改正について 

（総務部総務課） 

１ 趣旨  

人事院勧告を踏まえ、給料表及

び勤勉手当を改定するとともに規

定の整備をするもの 

２ 内容 

⑴ 北本市職員の給与に関する条

例の一部改正（第１条関係） 

ア 勤勉手当の改定（第１７条

の５） 

イ 給料表の改定（別表第１） 

⑵ 北本市職員の給与に関する条

例の一部改正（第２条関係） 

勤勉手当の改定（第１７条の

５） 

⑶ 北本市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正

（第３条関係） 

ア 給料表の改定（第７条） 

イ 期末手当に係る規定の整備

（第１０条） 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 

公布の日ほか 

⑵ 経過措置等（附則第２項～附

資料１ 

 

～ １ ～ 



 

則第４項） 

６１ 市長及び副市長の給与等に

関する条例及び北本市教育

委員会教育長の給与等に関

する条例の一部改正につい

て 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

  市長、副市長及び教育長の期末

手当を改定するもの 

２ 内容 

⑴ 市長及び副市長の給与等に関

する条例の一部改正（第１条関

係・第２条関係） 

   期末手当の改定（第５条） 

⑵ 北本市教育委員会教育長の給

与等に関する条例の一部改正

（第３条関係・第４条関係） 

   期末手当の改定（第５条） 

３ 施行期日 

 公布の日ほか 

６２ 北本市職員の定年等に関す

る条例等の一部改正等につ

いて 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

地方公務員法の一部改正を踏ま

え、職員の定年を段階的に引き上

げ、及び管理監督職勤務上限年齢

制を導入するとともに、規定の整

備をするもの 

２ 内容 

⑴ 北本市職員の定年等に関する

条例の一部改正（第１条関係） 

ア 職員の定年の段階的引上げ

等（第３条・附則第３項） 

イ 管理監督職勤務上限年齢制

の導入（第６条ほか） 

ウ 定年前再任用短時間勤務制

の導入（第１２条・第１３

条） 

エ 情報提供・意思確認制度の

導入（附則第４項） 

オ 規定の整備（第１条・第４

条） 

⑵ 北本市職員の給与に関する条

例の一部改正（第３条関係） 

ア ６０歳に達した職員の給与

～ ２ ～ 



 

に係る経過措置（附則第７項

ほか） 

イ 定年前再任用短時間勤務職

員に係る給料月額の新設（別

表第１） 

ウ 規定の整備（第４条ほか） 

⑶ 規定の整備 

ア 職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の一部改正（第

２条関係） 

イ 北本市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部改正（第

４条関係） 

ウ 北本市技能労務職員の給与

の種類及び基準に関する条例

の一部改正（第５条関係） 

エ 北本市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正（第６

条関係） 

オ 北本市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例の一

部改正（第７条関係） 

カ 北本市公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例の一

部改正（第８条関係） 

キ 北本市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一

部改正（第９条関係） 

ク 北本市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部

改正（第１０条関係） 

ケ 北本市職員の再任用に関す

る条例の廃止（第１１条関

係） 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１条） 

   令和５年４月１日ほか 

⑵ 経過措置（附則第２条ほか） 

～ ３ ～ 



 

６３ 北本市個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定に

ついて 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

個人情報の保護に関する法律の

一部改正に伴い、同法の施行に関

し必要な事項を定めるとともに、

北本市個人情報保護条例を廃止す

る等するもの 

２ 内容 

⑴ 趣旨（第１条） 

⑵ 用語（第２条） 

⑶ 開示請求書等の記載事項（第

３条） 

⑷ 開示決定等の期限（第４条） 

⑸ 開示決定等の期限の特例（第

５条） 

⑹ 開示請求に係る手数料（第６

条） 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日（附則第１条） 

   令和５年４月１日 

 ⑵ 北本市個人情報保護条例及び

北本市情報公開・個人情報保護

審査会条例の廃止等（附則第２

条・附則第３条） 

 ⑶ 特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正（附則第５条） 

⑷ 北本市執行機関の附属機関に

関する条例の一部改正（附則第

６条） 

⑸ 北本市情報公開条例の一部改

正等（附則第７条・附則第８

条） 

⑹ 北本市手数料条例の一部改正

（附則第９条） 

６４ 北本市国民健康保険税条例

の一部改正について 

（健康推進部保険年金課） 

１ 趣旨 

地方税法施行令の一部改正を踏

まえ、国民健康保険税の課税額の

限度を改定するとともに規定の整

～ ４ ～ 



 

備をするもの 

２ 内容 

⑴ 課税額の限度の改定（第２

条） 

⑵ 規定の整備（第２２条） 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 

令和５年４月１日 

⑵ 経過措置（附則第２項） 

６５ 北本市手数料条例の一部改

正について 

（都市整備部都市計画政策

課） 

１ 趣旨 

都市の低炭素化の促進に関する

法律施行規則の一部改正に伴い、

低炭素建築物新築等計画の認定申

請に係る認定申請単位を改定する

もの 

２ 内容 

低炭素建築物新築等計画の認定

申請に係る共同住宅の認定申請単

位の改定（第２条） 

３ 施行期日 

  公布の日 

６６ 北本市の議会の議員及び長

の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一

部改正について 

（選挙管理委員会事務局） 

１ 趣旨 

公職選挙法施行令の一部改正を

踏まえ、北本市の議会の議員及び

長の選挙における選挙運動の公営

に要する経費に係る限度額を引き

上げるもの 

２ 内容 

⑴ 選挙運動用自動車の使用の公

営に要する経費に係る限度額の

引上げ（第４条） 

⑵ 選挙運動用ビラの作成の公営

に要する経費に係る限度額の引

上げ（第９条・第１０条） 

⑶ 選挙運動用ポスターの作成の

公営に要する経費に係る限度額

の引上げ（第１３条） 

３ 施行期日等 

～ ５ ～ 



 

⑴ 施行期日（附則第１項） 

公布の日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 

６７ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（福祉部共生福祉課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市総合福祉センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市高尾１丁目１８０番地 

  社会福祉法人北本市社会福祉協議会 

  会長 稲木勝英 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

  令和８年３月３１日まで 

６８ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（福祉部障がい福祉課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市立ふれあいの家 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市緑４丁目１９７番地 

  特定非営利活動法人北本市手をつなぐ育成会 

  理事長 村田則弘 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

  令和８年３月３１日まで 

６９ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（健康推進部高齢介護課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市健康増進センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市中丸１０丁目５５番地 

公益社団法人北本市シルバー人材センター  

理事長 関口明 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

  令和８年３月３１日まで 

７０ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（都市整備部都市計画政策

課） 

１ 公の施設の名称 

  北本中央緑地及び下原緑地公園 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市緑４丁目２５９番地 

特定非営利活動法人北本雑木林の会 

  理事長 白川容子 

３ 指定の期間  

  令和５年４月１日から 

～ ６ ～ 



 

  令和８年３月３１日まで 

７１ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（教育部生涯学習課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市野外活動センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

東京都北区王子３丁目１９番７号 

株式会社サンアメニティ 

代表取締役 吉澤幸夫 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

  令和１０年３月３１日まで 

７２ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（教育部生涯学習課） 

１ 公の施設の名称 

北本市中央公民館及び北本市立

中央図書館 

２ 指定管理者として指定するもの 

ａｃＴｒＣ北本ネットワーク 

 ⑴ 代表構成員 

東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 

   株式会社東急コミュニティー 

代表取締役 木村昌平 

 ⑵ 構成員 

東京都文京区大塚３丁目１番１号 

   株式会社図書館流通センター 

代表取締役 谷一文子 

⑶ 構成員 

東京都目黒区東山１丁目５番４号 

   アクティオ株式会社 

   代表取締役 淡野文孝 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

令和１０年３月３１日まで 

７３ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（教育部生涯学習課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市体育センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

北本地域スポーツ振興共同事業体 

 ⑴ 代表構成員 

埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１２番４号 

   株式会社サイオー 

代表取締役 橋本一憲 

～ ７ ～ 



 

⑵ 構成員 

北本市本宿１丁目１番地 

株式会社イナホスポーツ 

代表取締役 丸笹公嗣 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から 

  令和１０年３月３１日まで 

７４ 市道の路線の廃止について 

（都市整備部建設課） 

１ 趣旨 

  隣接する土地を所有する者から

の買取りの申出に伴い、路線を廃

止するもの 

２ 内容 

市道１３８５号線 

  Ｌ＝１５．３６ｍ 

Ｗ＝１．８２ｍ 

７５ 和解をし、損害賠償の額を

定めることについて 

（教育部学校教育課） 

東京弁護士会紛争解決センター令

和４年（あ・仲）第１０号事件に関

し和解をし、損害賠償の額を定める

ことについて、議会の議決を求める

もの 

７６ 令和４年度北本市一般会計

補正予算（第６号） 

（市長公室、総務部総務

課、福祉部子育て支援

課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２４９億４，０５７万４千円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２５６億１７５万９千円 

歳入歳出それぞれ６億６，１１

８万５千円を追加 

２ 内容 

  歳出については、議員及び市長

等の期末手当、職員の給与の改定

並びに職員の人事異動に伴う所要

額を補正し、ふるさと納税による

寄附金の増加に伴い当該ふるさと

納税に対する返礼品等に要する経

費を増額するとともに、子育て世

帯支援給付金支給事業に要する経

費を計上し、歳入については、寄

附金を増額するとともに、財政調

～ ８ ～ 



 

整基金繰入金を増額し、補正予算

収支の均衡を図った。 

７７ 令和４年度北本都市計画事

業久保特定土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ５億３，８７０万円 

 ⑵ 補正後の額 

   ５億３，８９９万７千円 

歳入歳出それぞれ２９万７千円

を追加 

２ 内容 

歳出については、職員の給与の

改定に伴う所要額の補正を行い、

歳入については、一般会計繰入金

を増額し、補正予算収支の均衡を

図った。 

７８ 令和４年度北本市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ６４億５，６４３万７千円 

 ⑵ 補正後の額 

   ６４億５，５５４万８千円 

歳入歳出それぞれ８８万９千円

を減額 

２ 内容 

歳出については、職員の給与の

改定及び職員の人事異動に伴う所

要額の補正を行い、歳入について

は、一般会計繰入金を減額し、補

正予算収支の均衡を図った。 

７９ 令和４年度北本市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ５６億８，９２７万２千円 

 ⑵ 補正後の額 

   ５６億８，９６１万１千円 

歳入歳出それぞれ３３万９千円

を追加 

２ 内容 

歳出については、職員の給与の

改定及び職員の人事異動に伴う所

～ ９ ～ 



 

要額の補正を行い、歳入について

は、一般会計繰入金を増額し、補

正予算収支の均衡を図った。 

８０ 令和４年度北本市公共下水

道事業会計補正予算（第１

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   支出の総額 

   １７億５，３６５万２千円 

  ⑵ 補正後の額 

   支出の総額 

   １７億５，０４６万６千円 

支出３１８万６千円を減額 

２ 内容 

  支出について、職員の給与の改

定及び職員の人事異動に伴う所要

額の補正を行った。 

８１ 令和４年度北本市一般会計

補正予算（第７号） 

（各部課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２４９億４，０５７万４千円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２５４億３，９２０万５千円 

歳入歳出それぞれ４億９，８６

３万１千円を追加 

２ 内容 

  歳出については、新たな事務事

業費の計上に伴う所要額の補正を

行い、歳入については、国庫支出

金等の所要額の補正を行うととも

に、財政調整基金繰入金を増額

し、補正予算収支の均衡を図っ

た。 

８２ 令和４年度北本市国民健康

保険特別会計補正予算（第

３号） 

（健康推進部保険年金課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ６４億５，６４３万７千円 

 ⑵ 補正後の額 

   ６４億５，７３３万７千円 

歳入歳出それぞれ９０万円を追

加 

２ 内容 

～ 10 ～ 



 

歳出については、新型コロナウ

イルス感染症傷病手当金を増額

し、歳入については、県支出金を

増額し、補正予算収支の均衡を図

った。 

追加議案 

議案 

番号 
件    名 要    旨 

８３ 財産の取得について 

（教育部教育総務課） 

 

１ 財産の種類 

物品 

２ 財産の内容 

電子黒板等機器一式 

３ 取得予定価格 

２７，５００，０００円 

４ 契約の相手方 

東京都千代田区外神田６丁目１５番１２号  

富士電機ＩＴソリューション株式会社  

代表取締役 及川弘 

 

 

＜報告の概要＞ 

報告 

番号 
件    名 要    旨 

１０ 専決処分の報告について

（和解をし、損害賠償の額

を定めることについて） 

（市民経済部環境課） 

１ 概要 

  令和４年１０月２３日（日）午

前８時頃、北本市二ツ家１丁目３

２２番地において市の依頼を受け

た自治会が草刈りを実施していた

ところ、草刈り機による飛び石が

県道１６４号線を走行中の相手方

車両の前面ガラスに接触し、当該

車両を損傷させたもの 

２ 損害賠償の額 

６６，３２６円 

３ 専決処分の日 

令和４年１１月８日 
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資料２ 
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議員提出議案 第４号 

 

北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

第１条 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２５」に改める。 

第２条 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。 

 

 

＜条例新旧対照表（第１条関係）＞  下線は改正部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現             行 改      正      案 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、

任期が満了し、辞職し、失職し、除名さ

れ、死亡し、又は議会の解散により任期

が終了した日現在）において議長、副議

長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員が受けるべき議員報酬の月額及びその

月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に１００分の２１５を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、

任期が満了し、辞職し、失職し、除名さ

れ、死亡し、又は議会の解散により任期

が終了した日現在）において議長、副議

長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員が受けるべき議員報酬の月額及びその

月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に１００分の２２５を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

３ 略 ３ 略 
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＜条例新旧対照表（第２条関係）＞  下線は改正部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現             行 改      正      案 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、

任期が満了し、辞職し、失職し、除名さ

れ、死亡し、又は議会の解散により任期

が終了した日現在）において議長、副議

長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員が受けるべき議員報酬の月額及びその

月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に１００分の２２５を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、

任期が満了し、辞職し、失職し、除名さ

れ、死亡し、又は議会の解散により任期

が終了した日現在）において議長、副議

長、常任委員長、議会運営委員長及び議

員が受けるべき議員報酬の月額及びその

月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に１００分の２２０を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

３ 略 ３ 略 
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議員提出議案 第５号 

 

県道３１２号線を国道１７号から東部方面へ延伸すること及び県道

３３号線の拡幅を求める意見書 

 

県道３１２号線（下石戸上菖蒲線）は、北本市荒井と久喜市菖蒲地域を結

ぶ、北本市にとって重要な幹線道路の一つである。国道１７号から北本市荒

井一丁目交差点までの約２.７キロメートルは、平成１３年度に整備が完了

し、供用開始されたことで、交通事情が大幅に改善された。 

 しかしながら、県道３１２号線については、国道１７号との交差部が丁字

路となっており、特に朝夕において、国道１７号との交差点だけでなく、国

道１７号東側において交通渋滞が発生するなど大きな課題となっている。そ

のため、国道１７号から東部方面へ延伸する整備を進めることが必要である。 

県道３３号線（東松山桶川線）は、東松山市と桶川市を結ぶ主要地方道で、

北本市にとって荒川を越えて隣接する吉見町をはじめとする県西部を結ぶ

重要な幹線道路である。 

県道３３号線については、国道１７号上尾道路と交差する計画となってい

るが、現状においては、交差点が計画される付近において、４車線から２車

線へと車線が減少となる変則的な状況であり、特に朝夕の交差点渋滞が大き

な課題となっている。そのため、交差点改良と東松山市方面に荒川を渡橋し

ての４車線化とする拡幅整備を進めることが必要である。 

 こうしたことから、まちづくりの骨格を担う幹線道路として周辺地域の発

展、さらには災害時の輸送路として大きく貢献するものと考え、北本市の東

西幹線道路である県道３１２号線を国道１７号から東部方面へ延伸するこ

と及び県道３３号線の東松山市方面に荒川を渡橋しての４車線化を早期に

実現することを強く要望する。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和４年１２月２０日 

 

埼玉県北本市議会議長 工 藤 日出夫 

 

 

埼 玉 県 知 事 大 野 元 裕 様 
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議員提出議案 第６号  

 

 

「議案第６７号」公の施設の指定管理者の指定に対する附帯決議 

 

本市における公の施設の指定管理者は、平成１６年１２月に定めた「北本市の公の

施設に係る指定管理者制度導入にあたっての基本方針」に基づき、原則として公募に

より募集しており、総合福祉センターの令和５年度からの指定管理者の選定に当たっ

ても公募が実施された。 

一方、総合福祉センターの指定管理者である社会福祉協議会は、単なる施設の管理

者にとどまらず、市の地域福祉計画においても多くの役割を受け持っている欠かすこ

とのできない地域福祉の担い手であり、替えのきかない団体である。 

指定管理者制度の運用については、平成２２年１２月２８日付けで総務省自治行政

局長通知が発出されているが、当時の片山善博総務大臣はその趣旨について、指定管

理者制度は本来行政サービスの質や住民満足度を向上させるための制度であるにもか

かわらず、アウトソーシングによるコストカットに力点が置かれ、本来指定管理にな

じまないような施設についてまで指定管理の波が押し寄せていることから、これを見

直してもらいたいと述べている。 

以上のことから、総合福祉センターをはじめとした今後の指定管理者の選定に当た

っては、一律で公募とするのではなく、当該公の施設において指定管理者が行う事業

の内容や趣旨、当該施設において指定管理者が事業を行ってきた経緯、実績等を踏ま

え、随意指定とすることや業務委託に切り替えることも検討すること。 

以上、決議する。 

 

 

令和４年１２月２０日 

 

北 本 市 議 会 
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議員提出議案 第７号 

 

 

新たなごみ処理施設の建設予定地について説明責任を求める決議  

 

 

市長は、令和３年９月 16 日に「新たなごみ処理施設の整備促進に関す

る基本合意書」を締結し、「施設の建設予定地は、鴻巣市郷地安養寺地内

とする」と決めた。 

現在、埼玉中部環境保全組合では、新たなごみ処理施設等建設検討委員

会を設置し、他候補地との比較検討は行わないまま、予定地である鴻巣市

郷地安養寺とすることに限定し進められている。 

今後、新ごみ処理施設の建設費及び維持管理費等の負担金を決定する

議会は、納税者である住民要望の「最少の経費で最大の効果」を発揮し、

かつ合理的な建設を進めるため、下記の事項について対応するよう求め

る。 

記 

１ 市長は、議会及び市民に対し、新たなごみ処理施設の建設予定地につ

いて質疑応答を含めた説明の機会を設け、説明責任を果たすこと。 

 

以上、決議する。 

 

  令和４年１２月２０日 

 

北 本 市 議 会 
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議請 第５号   

令和４年第４回北本市議会定例会請願文書表 

 

受 理 番 号 議請第５号 

受 理 年 月 日 令和４年１１月１８日 

件 名 
北本都市計画道路３・３・２中央通線のあずま通りから国道 

１７号までの区間の早期の事業実施に関する請願 

 

請願者の住所 

 

及 び 氏 名 

 

北本４丁目自治会長 桒野 秀雄 外３名 

請 願 の 趣 旨 別記のとおり 

紹介議員氏名 岡 村 有 正 

 

【請願趣旨】 

北本都市計画道路３・３・２中央通線は、昭和２９年８月２６日に計画延

長約７１０メートルとして決定され、令和２年３月策定の「北本都市計画マ

スタープラン」の交通体系の整備方針において、都市内で発生する交通を円

滑に上位路線から、あるいは上位路線へ処理する地区幹線道路として、優先

的に事業を進める路線に位置付けられています。 

現在、中山道からあずま通りまでの約３４０メートル区間の整備が進み、

令和４年度中には事業完了予定です。整備後のこの区間は約９メートルの車

道と約６．５メートルの歩道となり、歩道には自転車と歩行者の各レーンが

設置され、子どもから高齢者まで安心安全な幅員２２メートル道路となりま

す。 

しかしながら、あずま通りから国道１７号までの約３７０メートルの事業

実施されていない区間は、幅員約７メートルで車道と歩道が分離されていま

せん。歩行者や自転車利用者にとっては車両がすぐ傍を走り抜け大変危険を

感じることも多い道路です。 

この道路は中丸小学校及び北本高校への主要な通学路や周辺住民の生活道

路であり、体育センターや北本総合公園へのアクセス道路にもなっているほ

か、近隣市町から北本駅東口周辺部へ流入するための道路でもあります。現

在は午前７時３０分から午前８時３０分までは「スクールゾーン」の設置で

車両進入禁止となり、中丸小学校ＰＴＡの方が順番で登校時間帯に車両の通

行を遮断していますが、それ以外の時間は車両のすれ違い時に「グリーンベ

ルト」の範囲にも車両が入り込む等、登下校時の児童生徒や高齢者などの歩

行者や自転車利用者には大変危険な状況が続いております。 

通行する車両の運転者にとっても、あずま通りとの交差点を境にその幅員

が３分の１に急激に狭くなり、歩行者や自転車とのすれ違いに神経を使うな
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ど、朝夕の通勤時等の通行量が多い時間帯は安全運転上も支障が大きいと考

えられます。更にこの区間は少しカーブしており、狭い道路のため沿道の土

地からの出入りも同様に安全運転上、支障が大きいと考えられます。 

つきましては、あずま通りから国道１７号までの区間についても、登下校

の児童生徒や高齢者などの歩行者や自転車利用者、車両運転者が安全安心に

通行できるよう、次の事項につき請願いたします。 

 

【請願事項】 

１ 市長は、北本都市計画道路３・３・２中央通線の全線開通の実現に向け、

あずま通りから国道１７号までの区間の早期事業化を図ること。 

２ 市長は、中央通線が全線開通するまでの間、児童生徒や高齢者をはじめ

とする歩行者や自転車利用者、車両運転者が安全安心に通行できるよう必

要な対策を講じること。 
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議請 第６号 

令和４年第４回北本市議会定例会請願文書表 

 

受 理 番 号 議請第６号 

受 理 年 月 日 令和４年１１月２１日 

件 名 
埼玉中部環境保全組合へ「新ごみ処理施設の建設地に関する意

見書」の提出を求める請願 

 

請願者の住所 

 

及 び 氏 名 

 

 

北本市 

福 村 賢 治 

 

北本市 

尾 関 行 雄  

 

請 願 の 趣 旨 別記のとおり 

紹介議員氏名 日 高 英 城 

 

【請願趣旨】 

鴻巣市、北本市、吉見町の市長・町長の合意に基づき、現在埼玉中部環境

保全組合では新たなごみ処理施設建設事業が検討されています。 

ごみの処理事業はすべての住民の生活に直結する事業であります。また、

長期にわたる事業で、多額の経費が発生し住民が負担することから、地方自

治法第２条第１４項で定める「地方公共団体は、その事務を処理するに当っ

ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにしなければならない」ことが求められます。 

本来ならば、埼玉中部環境保全組合の新規事業のことから、新たなごみ処

理施設等建設検討委員会（以下検討委員会）において事業の基本計画となる

ごみ処理の種類（可燃・不燃・資源等）、処理方法（脱炭素、新技術、リサ

イクル等）などを検討し、処理量に見合う必要面積を積算し、想定される建

設経費を試算し、地理重心、交通至便等々を検討することが優先されるべき

であり、建設地はそれらを勘案して適切な場所に絞り込んでいくことが、よ

り良い進め方と考えます。 

しかし、設置された検討委員会に諮問された事項は、「建設予定地を決定

すること」だけであり、場所は鴻巣市郷地安養寺に限定し、他地との比較は

行わないとしています。これでは検討委員会を設置した意味が問われます。 

この場所は、鴻巣行田北本環境資源組合が２０１５年に選定した場所であ

り、複数の疑問等が解消されないまま組合は解散し、建設予定地だった場所

の状況は変わっていません。 

構成市町が異なる埼玉中部環境保全組合の新規事業であることから、旧３

市の組合の建設予定地を引き継ぐ形ではなく、改めて調査をし、予定候補地
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の複数（３か所位）を比較検討して、適地と説明するための説明責任が果た

されなければなりません。 

よって、下記の請願事項を意見書として埼玉中部環境保全組合の管理者へ

提出いただくよう請願いたします。 

 

【請願事項】 

１ 現在、建設予定地として諮問に付している鴻巣市郷地安養寺については、

旧組合で高評価であった複数（３か所程度）の候補地と、用地費・土木

費・周辺整備費等の比較検討を埼玉中部環境保全組合としておこない、施

設建設地としての説明責任を果たすこと。 

２ 北本市議会は、埼玉中部環境保全組合の管理者へ上記請願事項１につい

て意見書として提出すること。 
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